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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年６月１３日（金）午前　９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時５２分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 野口　博  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 三好義治

委　　員 中川嘉彦  委　　員 水谷　毅

１．欠席委員

なし

 　 　 　 　 

１．説明のため出席した者

　　市　長　森山一正 　　　副市長　小野吉孝

　　総務部長　有山　泉　　　同部参事兼市民税課長　和田元伸

　　財政課長　石原幸一郎

　　消防長　熊野　誠　　　　消防本部次長兼消防署長　樋上繁昭

　　総務課長　明原　修　　　予防課長　納家浩二　　　同課長代理　小田原利博

１．出席した議会事務局職員

事務局長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件

議案第４０号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分

議案第４５号　摂津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例制定の件

議案第４６号　摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前９時５９分　開会）

○野口博委員長　皆さん、おはようござ

います。

　ただいまから、総務常任委員会を開会

いたします。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は何かとお忙しいところ、総務常

任委員会をお持ちいただきまして、大変

ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました案件について、ご審査をい

ただくわけですが、何とぞ慎重審査の上、

ご可決いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

　一旦退席させていただきますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○野口博委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、水谷委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　異議なしと認め、その

ように決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時　　　休憩）

（午前１０時１分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第４０号所管分の審査を行います。

本件につきましては、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑がある方、よろしくお願いいたし

ます。

　中川委員。

○中川嘉彦委員　まず、府補助金の緊急

雇用創出基金事業補助金４００万円が補

正でついておりますが、これを使う段階

になると商工費になるみたいですけれど

も、この具体的な運用をお教えいただけ

ればと思います。

　そして、歳出ですけれども、補正予算

書９ページ、市たばこ税大阪府交付金の

件ですが、単純に課税定額を超えて大阪

府に返すものと認識しています。確認の

意味で、この平成２５年度の課税定額は

お幾らだったかお教えいただけますでしょ

うか。

○野口博委員長　石原課長。

○石原財政課長　それでは、歳入の緊急

雇用に係ります補助金につきまして、答

弁申し上げます。

　こちらの事業につきましては、国の緊

急雇用の創出事業臨時特例交付金を活用

した事業となっております。その中でも

今回の事業につきましては、地域人づく

り事業という事業に当たりまして、企業

における人材育成、また販路拡大であり

ますとか、生産性の向上等の取り組みを

支援いたしまして、在職者の賃上げであ

りますとか、正職員化等の処遇改善を実

現していくという内容になっております。

　今回、本市で行いますのは、市内事業

者に専門家を派遣しまして、事業者にコ

ンサルティングを行いまして、事業所の

経営力の強化につなげていくと、その取

り組みによって、売り上げとか将来の見

込める成果というものを従業員の処遇改

善に反映していくという事業を考えてお

ります。

○野口博委員長　和田参事。

○和田総務部参事　それでは、市たばこ

税大阪府交付金につきまして、ご説明を

いたします。

　この交付金は、市たばこ税収入額が課

税定額を超えた場合、その超過額を翌年

度に当該市町村を包括する都道府県に対

して、当該年度の翌年度に交付するもの
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で、制度は平成１６年の税制改正により

創設をされております。

　このたびの補正につきましては、平成

２５年度の市たばこ税収が１６億４，８

４０万４，０００円となりましたので、

課税定額１５億８，４６７万６，０００

円に対する超過額６，３７２万８，００

０円を市たばこ税大阪府交付金として交

付するものでございます。

○野口博委員長　中川委員。

○中川嘉彦委員　ありがとうございます。

　それでは、緊急雇用創出基金事業補助

金の件ですが、今まで、この国の事業が

開始された時期から何人ぐらいの方に雇

用の恩恵につながったのか、何人ぐらい

の雇用創出になったのか、わかればお教

えいただきたいと思います。

　そして、歳出の市たばこ税ですが、今

年度の当初予算でも８，０００万円を見

込んでおりますが、大体の決算金額の見

込みみたいなものがわかればお教えてい

ただけますでしょうか。

○野口博委員長　石原課長。

○石原財政課長　それでは、緊急雇用の

事業に関するご質問に答弁申し上げます。

　この事業の始まりがリーマンショック

がありまして、その後、緊急的な雇用対

策を行わないといけない。また、国の経

済対策のための事業ということで創設さ

れておりまして、過去にはふるさと雇用

再生特別基金事業でありますとか、震災

等緊急雇用対策事業でありますとか、企

業の支援型地域雇用創造事業であります

とか、それらの事業がございまして、平

成２１年度から２５年度の実績まででい

きますと、新規雇用者の人数としまして

は、実人数で３０６名となっております。

○野口博委員長　和田参事。

○和田総務部参事　平成２６年度の市た

ばこ税につきましては、当初予算といた

しまして８億円を計上しております。こ

れは昨年度の８億２，０００万円に対し

まして、消費税の増税効果、これによる

消費減を見込んだ数字になっております。

平成２６年度につきましては４月、５月

の納入がされておるわけでございますけ

れども、当初見込みどおりの平均６，０

００万円台の納付が２か月続いておりま

す。

○野口博委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　以上で、質疑を終わり

ます。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時６分　休憩）

（午前１０時８分　再開）

○野口博委員長　再開いたします。

　議案第４５号の審査を行います。本件

については、補足説明を省略し、質疑に

入ります。

　中川委員。

○中川嘉彦委員　それでは、議案第４５

号について、質問させてもらいます。

　これは、今、消防団員が全国的になか

なか入ってもらいにくいという状況を聞

いていますけれども、消防団へこれから

入っていただく方にすごくいいモチベー

ションアップになるんじゃないかなと私

は思っております。

　確認の意味で、今の摂津市の消防団員

数、消防団の状況を簡単にご説明いただ

ければと思います。

○野口博委員長　明原課長。

○明原消防本部総務課長　中川委員から

ご質問のありました消防団の現況につい

てお答えいたします。

　本年４月１日の現況をご答弁申し上げ

ます。

　現在、基本団員は、まず条例定数で申

し上げますと、基本団員の条例定数が３
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６０名に対しまして、現在、４月１日現

在で３３６名。それと機能別団員の条例

定数が８０名、これは企業の機能別団員

とＯＢ団員とございますが、その区分は

しておりません。その８０名に対しまし

て４９名。合計で３８５名の体制で消防

団業務に臨んでおります。

○野口博委員長　ほかにございませんか。

　水谷委員。

○水谷毅委員　それでは、議案第４５号

でご質問させていただきます。

　先日も委員会の行政視察で釜石市、遠

野市に参らせてもらいました。そこでも

消防団員の皆様方のご貢献を目の当たり

にしまして、今回の処遇改善は非常に消

防団員の方にとっても力強いものではな

いかなというふうに思います。

　そこで、先ほども少しございましたけ

れども、昨年度、消防団を退職された方

は２０名いらっしゃいましたけれども、

本年度につきまして、本人のご都合もあ

ろうかと思いますので明確にできない部

分もあると思いますけれども、何名ほど

退職の対象として予想されるのかお伺い

したいと思います。

　もう１点、消防団員の方の新たな人材

確保というのは非常に重大な課題であろ

うかと思います。先ほども３８５名、あ

るいは３３６名というお話をいただきま

したけれども、まだまだ欠員があるとい

う状況ではないかと思います。

　そこで、平成２０年３月に消防団活性

化総合計画というのが打ち立てられまし

て、新たな団員の皆様への入団について

もご尽力されていることと思います。

　本市におきまして、新たな消防団員の

方への加入の取り組み状況をお教えいた

だきたいと思います。

○野口博委員長　明原課長。

○明原消防本部総務課長　水谷委員から

ご質問がありました２点について、ご答

弁させていただきます。

　２点目のご質問のほうから先に答弁を

させていただきたいと思います。

　消防団の新たな人材確保でありますと

か、消防団の人員確保の問題であります

けれども、本市におきましては地元消防

団の皆さまのご努力によりまして、地縁、

血縁を初めとした、多くの地域のコネク

ションで、退職団員が予定された場合に

は、即当該分団の範囲で新入団員の方を

確保していただいておりまして、実績と

いたしましては、ほぼ必要な団員は確保

していただいているというのが現状かな

と思います。

　ご指摘がありましたように、消防団活

性化総合計画においても、魅力ある消防

団の創造ということで書いておりますけ

れども、そういった意味も含めまして、

地元のほうで特にアピールしていただい

て、現状の人員を確保していただいてい

るというのが現状でございます。

　次に、本年度の退職予定ということで

ございますけれども、先にご答弁申し上

げましたように、地元の事情によって変

化が生じてまいりますので、想定の人数

はなかなかできないのが現状でございま

す。ただ、過去の実績等を踏まえて、も

ちろん新年度の平成２６年度の予算を立

てておりますので、少しご紹介いたしま

すと、平成２５年度末で１１名、２４年

度末で２０名、２３年度末で８名、２２

年度末で１３名、２１年度末で１０名で

ございました。これを平均しますと、１

２名ということになるんですけれども、

この数字を持ちまして新年度の平成２６

年度末退職者の退職金については予算計

上しておりますので、ご参考にしていた

だきたいと思っております。

○野口博委員長　水谷委員。
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○水谷毅委員　ありがとうございました。

　退職される方につきましては、お金の

面でももちろんそうなんですけれども、

しっかりねぎらいの言葉もかけていただ

きたいと思いますし、退職される方は非

常に多くの人脈を持っておられますので、

そちらの方からのいろんな人脈を通して

新たな人材確保へのお力になっていただ

けるように、またご尽力いただきたいと

思います。

　あと、人間関係が非常に希薄になって

まいっております昨今でございますので、

地域での地縁がほとんどというお話でご

ざいましたけれども、例えば、ＰＴＡと

か比較的若い男性が集まります行事に参

加していただいて、入団への啓発等もさ

れてはどうかなというふうに思いますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。

○野口博委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　以上で、質疑を終わり

ます。

　続いて、議案第４６号の審査を行いま

す。

　資料をお手元にお配りさせていただい

ておりますけれども、最初に補足説明を

求めます。

　熊野消防長。

○熊野消防長　議案第４６号、摂津市火

災予防条例の一部を改正する条例制定の

件につきまして、先日の本会議で提案説

明させていただきましたとおりでありま

すが、５ページからなる追加参考資料を

提示させていただきます。

　この資料は、本条例が可決された後に、

火災予防条例施行規則、または内規であ

る要綱等に入れ込みまして、市民等に対

して運用します資料でございます。

　１ページ目は、第４２条の２に係りま

す、消防長が指定催しを指定したときは、

指定催しを主催する者に通知する指定催

しの指定通知書でございます。

　２ページ目は、第４２条の３に係りま

す、指定催しを主催する者は、開催する

日の１４日前までに計画提出書を消防長

に提出しなければならない火災予防上必

要な業務に関する計画提出書でございま

す。

　３ページ目は、第４５条に係ります、

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の

多数の者の集合する催しに際して行う露

店等の開設をしようとする者が届け出る

露店等の開設届でございます。

　４ページ目は、露店等の開設届出書を

届け出たときに、自主防火管理体制や対

象火気器具等の注意事項を確認するため

のチェックリストであります。

　５ページ目は、露店等の開設届出書を

届け出た者に対しまして、開催当日にお

いて火災等を起こさないように注意を呼

びかける遵守事項でございます。

　以上、追加参考資料の説明とさせてい

ただきます。

○野口博委員長　補足説明が終わりまし

た。これから質疑に入ります。

　中川委員。

○中川嘉彦委員　それでは質問させてい

ただきます。

　摂津市火災予防条例の第１８条の「祭

礼、縁日、花火大会、展示会その他の多

数の者」と、「多数の者」というふうに

なっていますが、まず１点目、この「多

数の者」の定義をお教えいただければと

思います。

　同じく、第１８条で「消火器の準備を

した上で使用すること」となっています

けれども、この消火器もいろいろと大き

さや種類があると思いますけれど、どう

いうものを想定しているのかお教えいた

だきたいと思います。

− 5 −



　そして、第４２条の２で「消防長が別

に定める要件に該当するもの」とありま

すが、具体的に消防長が定める要件とい

うのが摂津市の場合、どういうふうにお

考えなのかお聞かせいただきたいと思い

ます。

　そして、３ページ目の第５０条ですけ

れども、私は読み取りづらくてわからな

かったんですけれど、罰則規定みたいな

ものがあると思うんですけれども、この

違反した者に対して誰が処罰されるのか

をお教えいただければと思います。

　以上、４点、お願いします。

○野口博委員長　納家課長。

○納家予防課長　第１８条の「多数の者」

とは何かという問いにお答えします。

　この多数の者とは具体的に何人からと

いうものではなく、不特定多数の人が一

定の場所に集まり、混雑が生じ、火災が

発生した場合の危険性が高まるおそれの

ある催しとしております。

　２点目、消火器についてですが、この

消火器は俗に言われていますＡＢＣ消火

器の大体１０号型というものを想定して

おりまして、家庭用消火器またはエアゾー

ル式の消火器は除くものと考えておりま

す。

　３点目、大規模なものとして消防長が

別に定める要件についてお答えいたしま

す。これは指定となる規模の催しである

か否かを判断するための要件でありまし

て、内容としましては、人出予想１０万

人及び露店等の数が１００店舗を超える

規模の催しと考えております。

　４点目、第５０条の罰則規定の対象は

誰かということで、これは指定催しの開

催をする者、これは個人の方と代表者で

すね、法人の方の代表者及び法人自体に

両罰規定が、３０万円の罰則規定がござ

います。

○野口博委員長　中川委員。

○中川嘉彦委員　ありがとうございまし

た。

　まず、多数の者となっていますけれど

も、直近の摂津市のお祭りで考えると摂

津まつりが該当すると思いますけれども、

差し支えなければ摂津まつりをイメージ

して、例えば、防火担当責任者は誰にな

るのか、教えていただければと思います。

　そして、消火器ですけれども、消火器

の設置は基本的にはやっぱり命に関わる

ことなので、大小問わず、火気を使用す

る場合は置いてくださいということを日

ごろから啓発、周知していくのが大事じゃ

ないかなと思っております。それは要望

です。

　３つ目は、消防長が指定するというふ

うになっているんですけれども、私、イ

メージ的に、例えば、阪急摂津市駅前に

あるコミュニティプラザの３階で大きな

催しをしたときに、火気を使った場合、

それは屋内だからこれは対象外になるの

か、その辺をお教えいただければと思い

ます。

　最後の違反者に対してというのと、罰

則者に対してというのと全体のことなん

ですけれども、人命、安全を守る大事な

今回の議案だと思いますので、煩雑で、

手間で、運用しにくくならないようにし

ていただきたいと思います。

○野口博委員長　納家課長。

○納家予防課長　摂津まつりが指定催し

の開催に該当するかどうかのご質問だっ

たと思われますが、摂津まつりは指定催

しの開催には含まれておりません。摂津

まつりは人出予想が約２万人、店舗数が

７０店舗を予想しておりますので、指定

催しの催しには該当いたしません。

　次に、屋内、屋外においての催し物に

ついてお答えいたします。
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　この消火器の設置につきましての本条

例の改正につきましては、屋外において

の露店等の届け出、ですから、露店、屋

台、模擬店等、屋外においては消火器の

設置を義務づけるという改正でございま

す。

○野口博委員長　中川委員。

○中川嘉彦委員　コミュニティプラザで

やる場合は、建物の中ということなので

対象外ということでよろしいんですよね。

○野口博委員長　小田原課長代理。

○小田原予防課長代理　中川委員のご質

問にご答弁させていただきます。

　コミュニティプラザのような屋内にお

ける催し物に関しましては、その中にお

いて火気等を使用する場合は露店等の開

設の届け出に関しては必要ありませんが、

消火器の設置に対しては義務となります。

なお、屋内、屋外同時にされる場合であ

るならば、屋外において露店を開設され

る場合は露店の開設届が必要になりまし

て、消火器の義務設置はもちろん必要に

なってくるということになります。

　コミュニティプラザの届け出に関しま

しては、既存の催物開催届出書というの

がございますので、そちらのほうで提出

していただくようになります。

　それともう１点、摂津まつりに関して

のお話があったと思うんですが、所在の

責任者はどこになるかというご質問に関

しましては、まつり事務局であります市

の関係部局が事務局をやっておりますの

で、事務局の代表者の者が責任者になる

というふうに考えております。

○野口博委員長　ほかにございますか。

　水谷委員。

○水谷毅委員　議案第４６号について、

ご質問させていただきます。

　大きく５点、ご質問させていただきま

す。

　まず１点目は、例えば露店を開く場合

に、食品を扱う場合に、必ず保健所への

届け出というのがあります。今回のこの

条例改正に関しまして、届け出として義

務化をされているのか、されていないの

か、それが１点目です。

　２点目につきましては、今回の条例改

正についての周知方法はどのようにお考

えになっておられるか。また、今、書類

を案としていただきましたけれども、こ

れらの書類はどのように入手をできるの

か、お教えいただきたいと思います。

　次に３点目ですけども、消火器を準備

しにくい団体とかもございます。自治会

等でありますと、幾らかお持ちかとは思

うんですけれども、例えば、学校行事や

ＰＴＡ等になりますと、消火器を在庫し

ていない団体も出てくるかと思います。

そういう場合の一時的な貸与とか、そう

いうことはお考えになっているのかどう

かお伺いします。

　４点目ですけれども、議案参考資料の

１７ページに第２１条というのがござい

ます。これは電気を熱源とする器具とい

うふうに表記されておるんですけれども、

少し内容が曖昧なような気がします。そ

れで、今日いただきましたチェックリス

トに電気器具というところで電気配線の

許容電流を守るというふうなことしか書

かれておりませんけれども、補助的に、

例えばコードリールは全部延ばして使っ

てくださいとか、そういう補助資料を準

備される予定があるのかどうかお聞かせ

いただきたいと思います。

　最後５点目ですけれども、防火担当者

の件ですけども、催し物の規模に応じて

１名でいいのか、それとも複数名必要な

のか、これをどうお考えなのかお聞かせ

いただきたいと思います。また、防火担

当者に対する職務の徹底方法ついてお伺
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いしたいと思います。

○野口博委員長　納家課長。

○納家予防課長　まず１点目の露店届け

出の義務についてお答えいたします。

　露店等の開設届出書とは、今回の条例

改正で祭礼、縁日、花火大会、展示会そ

の他の多数の者の集合する催しに際して

対象火気器具等を使用する屋外において

露店等を開設する場合は消防機関に届け

なければならないということで、義務化

でございます。

　２点目、この周知方法ですが、本庁各

課による主催や共催の催し、例えば、摂

津まつり、こどもフェスティバルなどに

対しまして、各所属長宛てへ周知文の発

送と同時にホームページの掲載、広報せっ

つに掲載、さらに連合自治会の会合や消

防団など、各種団体の会合時に露店等の

開設届出書の周知をしていきたいと考え

ております。

　３点目、消火器が必要となっているこ

の現状でレンタル等はどういうふうにし

たらいいんだという問いだと思います。

貸し出しのほうは消防本部としましては、

消防本部にございます消火器は本部の消

防用設備の消火器でありますので、貸し

出し等はできませんが、これはご負担に

なるんですが、例えば、レンタル会社に

消火器等をレンタルしていただいて、自

己負担で消火器を準備していただく、そ

ういった方法をとっていただきたいと考

えております。

　４点目、電気器具についてのご質問だっ

たと思うんですが、電気器具も電気を熱

源としますので、当然、委員がおっしゃっ

たように、コードリールを巻きつけて、

そのまま使用したら当然、熱もたまりま

して断線等をする可能性もありますので、

その周知につきましても、この資料の４

ページ目のチェックリストですね、この

分の電気器具についての注意事項等をま

た今後考えまして掲載させていただきま

す。

　５点目、防火担当者についてのご質問

だったと思います。防火担当者は、複数

ではなくて、防火担当者は１名で、その

催し物の計画等を作成していただいて、

その露店等のお店の方の注意喚起に当たっ

ていただくということになっております。

○野口博委員長　水谷委員。

○水谷毅委員　ありがとうございます。

　まず、届け出については義務化という

ことで理解をいたしました。

　ちょっと心配しておりますのは、夏祭

りがもう間もなく始まってしまいます。

もちろん、今、おっしゃいましたように、

自治会等の会合で周知をされるというこ

とは、それはそれで進めていただけると

ありがたいと思うんですけども、タイミ

ング的にもう早いところですと７月から

祭りが始まりますので、その辺のタイム

ラグがないように、手分けしていただい

て、お願いしたいと思います。

　消火器の貸与につきましては、事実上

難しいということでございます。それで、

例えばＰＴＡとかで、毎年決まった時期

に祭りをされるところもございます。そ

ういう意味では、例えばＰＴＡの予算で

消火器を買えるように準備してください

とか、そういう提案も必要かと思います

ので、自治会とかで割と日ごろからそう

いう取り組みをされているところはいい

かと思うんですけど、今回、条例改正に

なってわざわざ消火器を準備しないとい

けないというところについては、予算化

していただくようにもお話をしていただ

けたらと思います。また、補助資料で、

できましたらレンタル会社、どこに連絡

をしたら貸してもらえるのか等も一緒に

載せていただければと思いますので、よ
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ろしくお願いいたします。

　あとは電気器具に関しまして、現場で

は、例えばホットプレートであるとか、

湯沸かしポット、電子レンジ等を学校と

かの行事でも使っております。そういう

意味で使われる方と設備を準備される方

が実際に違う場合がありますので、より

多くの方が、これは危険であるというこ

とが認識できるような書類を各団体に準

備していただけたらと思いますので、よ

ろしくお願いします。

　５点目の防火担当者でございますけど

も、防火担当者であるんだということが

わかるような腕章であるとか、そういう

のが考えられておられるか、この点、質

問したいと思います。

○野口博委員長　納家課長。

○納家予防課長　防火担当者に腕章をつ

けるかどうかのご質問にお答えいたしま

す。

　この制度は総務省消防庁のほうから通

知がございまして、こういった一連の条

例等を改正してくださいという通知の中

で、防火担当者も１名つけ加えてくださ

いという通知をいただきました。この防

火担当者に当たる方は法人の方になりま

すので、やはりこれは会社で購入してい

ただいて、腕章をつけていただくという

ふうに私どもは考えております。

○野口博委員長　水谷委員。

○水谷毅委員　ありがとうございます。

　１点、お聞き漏れしたかもわかりませ

んけれども、防火担当者が何をすべきか

ということをお伝えする、あるいはチェッ

クリストもありますけども、防火担当者

の方への教育的な部分で、これは必ずやっ

てくださいということの伝承をどのよう

にされるのか、最後に１点お願いします。

○野口博委員長　納家課長。

○納家予防課長　防火担当者の業務につ

いてお答えいたします。

　火災予防上の必要な業務に関する計画

を作成していただきまして、火災予防上

の必要な業務を行っていただきます。詳

しい内容としまして、内部組織の設置及

び業務分担、また対象火気器具等の取り

扱いの有無や設置場所の把握、また対象

火気器具を客席等と接近させない等の火

災予防上の安全を配慮した会場の配置計

画、また消火器など消火準備の計画、会

場警備などの火災時の初動体制などが業

務の対象となっております。

○野口博委員長　水谷委員。

○水谷毅委員　ありがとうございました。

　やっぱり条例改正の初年度が勝負だと

思います。夏祭りも迫っておりますので、

お忙しいことと思いますけども、よろし

くお願いします。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　いろいろ聞いていて、

誤解を招いたらあかんので確認の意味を

含めて質問したいと思うんですけれど、

この条例に関しては多数の方という定義

については１０万人以上、１００店舗と

いう答弁が冒頭にありました。摂津市の

イベントを考えると、これは一応対象外

なんですけど、先ほどから聞いていたら、

関連法規に基づいて、もっと小規模も含

めて説明が必要ではないかなというふう

に思うんですよね。例えば、公園を使用

する、これから始まる夏祭り、地域の夏

祭りですね。これが１００名から多いと

ころで１，０００名集まるようなところ

があります。何を目的にしているかといっ

たら、安全な火気使用、どういった火気

を使っているかということが、先ほどか

ら質問のポイントはそこだと思うんです

よね。消防の関連法規というのは消防法

があって、火気の使用の届けもあって、

催し物開催の届出書もあるから、そういっ
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たところはそういう法令、条例に基づい

て網羅できていますと、こういったこと

が明確に消防のほうから説明するならば、

この改正条例と従来ある条例、何が目的

かといったら、先ほども言っていたよう

に、市民が催しをやるときにその火気の

使用の仕方が安全であるかどうか、それ

が消防がきっちりと指導ができているか

というのが大事だと思うんですよね。だ

から、１０万人以上で１００店舗以上と

いうのは、これは避難経路の確保のため、

火気の安全な使用のためのやつであって、

今、摂津市ではあんまり該当しないんで

すよね。一番大事なポイントというのが、

今、言われているような火気の使用の届

けとか、煙火が上がるやつとか、催し物

をやるとか、そういった法令があるとい

うことの中で、そのほかのやつは網羅で

きるというて明確に答えてください。そ

うでないと誤解を生じると思います。

○野口博委員長　納家課長。

○納家予防課長　三好委員のご質問にお

答えします。

　指定催しの指定に該当しない催しとい

いますのは、１０万人未満、露店数１０

０店舗未満の催しでありまして、要する

に、露店、屋台等が１店舗から９９店舗

につきましては露店等の開設届出書を届

け出たときに必要な事項を定めた露店等

の火災予防に関する指導要領、これも指

導要領として作成中でありまして、今、

案ができ上がっておりますが、これに基

づいて火気の種類、数量、燃料の種類、

保有量などを審査し、大規模な指定催し

と引けをとらない火災予防に必要な詳細

の指導を実施してまいります。

　補足としまして、この３ページにあり

ます露店等の開設届を出していただいた

ときに、その４ページ目にあるチェック

リストで、消防職員と来客の方が来られ

て、火気使用されるのであれば、それに

基づいて、火気器具の種類とか台数とか、

あと燃料種類とか保有量とかをチェック

しまして、注意喚起していくものであり

まして、その後にこの５ページ目、露店

等開設における遵守事項として受け付け

が終わりまして、この遵守事項をお渡し

しまして、それで数日後に開設されるそ

の当日にこの遵守事項に基づいて注意し

ていただいて、火災等が起こらないよう

に安全に実施してもらうものであります。

○野口博委員長　補足説明、消防長。

○熊野消防長　まず、この条例を改正す

るまでに、消防法によりまして、火災の

予防ということで、第３条、屋外におけ

る火災の予防及び消防活動の障害除去の

ための措置命令等がございます。これは

所有者とか管理者に必要な措置を講じる

ことができるという火災の予防の第３条

でございます。

　第９条には火を使用する設備、器具等

に対する規定がありまして、これの設置

の位置、構造、管理は基準に従い、条例

で定めると。この本条例改正の前に、そ

れまでに火災予防条例第１８条によって

液体燃料に関する維持管理上の基準、第

１９条には固体燃料を使用する器具につ

いての維持管理上の基準、第２０条には

気体燃料に関する維持管理上の基準、器

具等の基準、第２１条に電気を熱源とす

る基準が、今までどおり火災を起こさな

いように、災害を起こさないように、そ

ういう条例の基準がもうずっと出ており

ます。

　今回はこのお祭りなどの催しに関しま

してしっかり消火器を準備しなさいと、

届け出も、露店の届け出もしなさいとい

うことであります。

　その前に質問がありました水谷委員の

質問の中で、ＰＴＡとか、多分、身内の
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ところで露店、店舗ではない、身内です

るバーベキューのようなものには露店等

とは関係ございませんので、参考までに

ご報告します。

　いずれにしましても、以前からこのよ

うに条例によって火災予防の法律、施行

令、条例で定められております。今回、

露店ということが入りましたので、これ

を昨年の事故から、我々は現場の祭りに

ずっと出向きまして、火災予防上の注意

をしてまいりまして、８月１５日に福知

山市で約３名の死亡と５６名の負傷者が

出た事案を見て、すぐに去年からずっと

現地を見て回って指導してまいりました。

今年に入りましても、こどもフェスティ

バル等で指導してまいりました。

　この８月からこの条例が改正されます

と、今後、露店等の届け出をしますが、

それまでにある祭りと２週間の猶予期間

がございますので、消防は現地へ出向き

まして、しっかりと指導していくと。今

後、地元自治会のお祭りなり、火気を使っ

て露店をされる場合については届け出を

いただく。いただいた場合にはしっかり

と私らのほうで指導、指示していくと。

必要があれば現地踏査へ出向き、しっか

りちゃんとしているかどうかというのも

今まで見てきておりますので、今後も必

要があれば現地踏査をして対処していく

と。そして市民の方が楽しみにしている

祭りを楽しんでいただく、安全・安心の

ために、しっかり維持していくというの

がこの条例の趣旨でございます。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　今ので集約できている

と思うんですけど、できるだけやっぱり

市民の安全・安心が目的でございまして、

７月に入りますと、公園で夏祭り、河川

敷でいろんな催し物が開催されます。露

店イコール屋台という認識をしたときに、

公園の使用は使用許可願いを出して、消

防には火気の使用の届けが出されます。

だから、そのときにできるだけそういっ

た細部までわたってチェックをし、それ

から指導していただく。目的は規制を厳

しくするのではなしに、市民が安全にそ

ういった火気を利用されて楽しんでいた

だくと。この趣旨にのっとって、やっとっ

ていただいたらいいと思います。だから、

１０万人とか１００店舗というのは、こ

れは論外ですけど、原点に帰ったときに、

１店舗でも火気を使用する場合でも火気

の使用の届けは出るんだから、そのとき

には毅然たる態度の中で、この条例もし

くはこれまであった関連条例に基づいて

やりますと、そういったことやと思うん

ですよね。

　以上で終わります。

○野口博委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　もう自分が言いたいこ

とは、全部、三好委員が言っていただい

たので言うことはないんですけど、ただ、

資料の出し方、今日出してきたんですけ

ど、この内容をしっかりと我々委員が精

査して、このことに関しても質問したかっ

たわけです。この資料が当日、本日委員

会の間際に出されたということに関して、

どういう経緯があったのか、そのことだ

け、１点だけ聞きたいと思います。

○野口博委員長　消防長。

○熊野消防長　本来、条例をまず改正し

まして、その後の条例施行規則、それと

要綱、その他、その指定催しの要綱の定

めた告示するというのがあったんですが、

まずは条例を改正して、一部改正でそこ

の条例の部分だけでということがあった

んですが、条例関係の変更だけでと思っ

ていたんですが、いざ、届け出る方の立

場に立てば、この届出用紙、一番肝心な

のは露店等の届け出、資料３ページのほ
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うですが、これは市民に直結する届け出

であります。これがやっぱり抜けている

と市民目線が抜けていたということで、

これは私ども至らぬ点があったことをお

わびしておきたいと思います。しかしな

がら、全てのこの条例の本体自体の一部

改正については、本来趣旨はこの１ペー

ジ、２ページが本来の趣旨でございます。

大きな催しについては必ず届け出してく

ださい、しなければ罰則がありますとい

うのが本来の大きなこの条例改正の趣旨

でありましたので、条例関係で何とかな

るのかなと思いましたが、露店等の開設

届というのがありましたので、これは以

前からあります、届出用紙であります。

火煙上昇の届け、例えば害虫駆除でバル

サンをたくとか、そういう届け出と一緒

に、市民の方が、次にまた催し物を届け

出る方が、今まであったことがしていた

だけたのが周知できるように、今回委員

に説明できるようにということで、追加

を急遽させていただいたもので、この点、

急遽になったことは深くおわびしておき

ますので、より市民目線に立った形の条

例追加資料ということでご理解いただき

たいと思います。

○野口博委員長　答弁の訂正があります。

　小田原課長代理。

○小田原予防課長代理　先ほど中川委員

のご質問にご答弁しました内容につきま

して、一部訂正をお願いします。

　摂津まつりの場合の責任者について、

事務局長と申し上げましたが、摂津まつ

り振興会会長ということです。訂正し、

おわび申し上げます。

○野口博委員長　以上で、質疑を終わり

ます。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時５０分　休憩）

（午前１０時５１分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　討論なしと認め、採決

いたします。

　議案第４０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定い

たしました。

　議案第４５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定い

たしました。

　議案第４６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定い

たしました。

　これで本委員会を閉会いたします。

（午前１０時５２分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 野 口 　 博

総務常任委員  水 谷 　 毅
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